
新型コロナウイルス感染症の報告方法について 

 

感 染 し た 場 合 

新型コロナウイルス感染症の感染法上の定義変更に伴う新たな方針について（令和 5 年 5 月 8 日） 

「URL：https://www.ogaki-tandai.ac.jp/wp-content/uploads/2023/05/covid-19-20230508.pdf」  

グーグルフォームで報告 
「URL：https://forms.gle/4EfuWTv95irobsP48」 

登校可能日から 1 週間以内に、教務・入試広報課で出席停止等の手続を行う 

「URL：https://www.ogaki-tandai.ac.jp/wp-content/uploads/2023/05/covid-19-1-20230508.pdf」 

≪注意≫ 

・事後報告は出席停止扱いにできない場合があります。 

・出席停止願を提出する際には、感染症に罹患したことがわかるもの 

（治癒証明、検査結果票、診断書等）を添付してください。 

≪連絡先≫ 

大垣女子短期大学 教務・入試広報課 

ＴＥＬ： 0584-81-6817 

Mail ： kyoumukouhou@ogaki-tandai.ac.jp 

 

 

その他 

教務・入試広報課

へ連絡 
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